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　平
成
28
年
４
月
か
ら
新
た
に
保
育

所
・
小
規
模
保
育
施
設
・
認
定
こ
ど

も
園
（
保
育
定
員
分
）
へ
の
入
所
を

希
望
さ
れ
る
方
の
支
給
認
定
申
請
と

利
用
申
込
の
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

　希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
日
程
で

受
付
を
行
い
ま
す
の
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　な
お
、
町
外
の
保
育
所
等
を
希
望

さ
れ
る
方
も
大
磯
町
で
受
付
を
行
い

ま
す
が
、
希
望
さ
れ
る
市
町
村
に
よ

っ
て
受
付
期
間
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
該
当
市
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
対
象
児
童

　平
成
28
年
４
月
１
日
時
点
、
生
後

平
成
28
年
度
保
育
所
等
の
利
用
申
込
み
に
つ
い
て

▼サンキッズ大磯（認可保育所）
　住所　大磯町東町１－13－33
　☎ （61）2641

▼町立国府保育園（認可保育所）
　住所　大磯町生沢438
　☎（72）1765

▼もあなこびとのこや（小規模保育施設）
　住所　大磯町大磯1668　1F
　☎（26）5692

２
か
月
以
上
で
、
次
の
基
準
に
該
当

す
る
児
童

※

た
だ
し
、
保
育
所
等
に
よ
り
入
所

　可
能
年
齢
は
異
な
り
ま
す
。

▼
基
準（
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
）

　保
護
者
が
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件

に
該
当
し
、
家
庭
に
お
い
て
必
要
な

保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

こ
と
。

●
居
宅
外
・
居
宅
内
で
日
常
の
家
事

　以
外
の
労
働
を
し
て
い
る（
月
64
時

　間(

１
日
４
時
間
・
週
４
日)

以
上)

●
母
親
が
妊
娠
中
ま
た
は
出
産
前
後

●
疾
病
・
負
傷
又
は
心
身
に
障
害
が

　あ
る

●
家
庭
に
長
期
に
わ
た
る
病
人
等
が

　「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

　
　
　
　強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す

　女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

問
題
に
つ
い
て
、
神
奈
川
県
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
の
人
権
擁
護
委
員
及

び
法
務
局
職
員
が
、
終
了
時
間
を
延

長
し
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
、

女
性
に
か
か
わ
る
人
権
問
題
に
つ
い

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
と
き

　11
月
16
日
（
月
）
〜
22
日

（
日
）
８
時
30
分
〜
19
時
（
た
だ
し

土
・
日
曜
日
は
10
時
〜
17
時
）

▼
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０

－

０
７
０

－

８
１
０

　（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※

IP
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん

　
　町
民
課

　☎
内
線
２
３
７

　い
て
、
常
時
介
護
が
必
要

●
災
害
等
の
復
旧
の
た
め

●
求
職
活
動
を
し
て
い
る

●
就
学
し
て
い
る

●
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る

▼
一
次
受
付
期
間

　12
月
１
日
（
火
）
〜
15
日
（
火
）

※

土
日
を
除
く

　８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
火
・
木

　曜
日
は
19
時
15
分
ま
で
延
長
）

▼
受
付
場
所

　子
育
て
支
援
課
（
役
場
本
庁
舎
１

階
５
番
窓
口
）

▼
入
所
申
込
用
紙
の
配
布
・
受
付

　申
込
用
紙
は
、
11
月
４
日
（
水
）

か
ら
子
育
て
支
援
課
と
町
内
各
保
育

所
等
で
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

が
可
能
で
す
。

▼
申
込
み
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

・
入
所
判
定
結
果
通
知
送
付

　
　

　平
成
28
年
２
月
上
旬

・
二
次
受
付
期
間
（
一
次
受
付
で
定

　員
に
満
た
な
か
っ
た
施
設
が
あ
る

　場
合
の
み
）

　平
成
28
年
１
月
中
旬
（
詳
細
は
、

　町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

　ま
す
。）

　
　子
育
て
支
援
課

　☎
内
線
３
１
８

問

町内の保育施設

問


